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⑴　
「
海
部
南
部
水
道
企
業
団

（
以
下
、
企
業
団
）は

100
％
県
営

水
道（
以
下
、
県
水
）を
買
っ
て

い
る
の
で
、
他
団
体
よ
り
優
遇

さ
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
き

た
が
、
21
年
度
か
ら
県
平
均
供

給
単
価
よ
り
高
く
購
入
し
て
い

る
。

　
そ
の
た
め
年
間
１
千

300
万
円

ほ
ど
の
負
担
増
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
14
年
度
に
１
立
米
１

円
21
銭
だ
っ
た
県
水
の
給
水
利

益
は
23
年
度
に
は
11
円
４
銭
と

な
り
、
こ
の
間
の
利
益
率
が

19
％
近
く
ま
で
引
き
上
が
っ

た
。

　
少
し
で
も
安
い
水
を
と
努
力

し
て
い
る
企
業
団
と
同
規
模
の

全
国
の
事
業
団
体
の
１
立
米
あ

た
り
の
利
益
は
24
年
度
決
算
で

給
水
収
益
に
対
し
て
平
均

０.
27
％
の
赤
字
、
県
平
均
は

０.
87
％
の
赤
字
、
尾
張
地
域

の
平
均
が
１.
62
％
の
黒
字
。

　
県
水
は
儲
け
過
ぎ
、
利
益
幅

を
半
分
に
す
る
と
企
業
団
で
は

年
間
６
千
万
円
以
上
の
節
約
が

で
き
る
。

　
地
盤
沈
下
防
止
対
策
と
し
て

県
に
よ
っ
て
地
下
水
使
用
を
禁

止
さ
れ
、
県
民
的
、
国
民
的
課

題
に
貢
献
し
て
い
る
地
域
の
水

道
料
金
引
き
下
げ
の
た
め
他
市

町
村
と
も
力
を
合
わ
せ
、
県
が

ふ
さ
わ
し
い
役
割
を
果
た
す
よ

う
働
き
か
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑵　
愛
西
市
の
旧
佐
織
、
八
開

地
域
の
水
道
料
金
は
、
給
水
人

口
一
人
あ
た
り
25
年
度
決
算
で

企
業
団
の
60.
５
％
と
安
い
。

　
７
年
度
か
ら
25
年
度
は
企
業

団
も
愛
西
市（
旧
佐
織
な
ど
）で

も
大
き
な
設
備
更
新
事
業
が
行

わ
れ
た
。

　
企
業
団
の
給
水
人
口
一
人
当

た
り
の
自
治
体
補
助
・
出
資
金

額
は
、
１
万
１
千

931
円
、
愛
西

市
は
６
万
３
千

650
円
、
こ
の
差

が
水
道
料
金
が
高
い
も
う
一
つ

の
理
由
で
あ
る
。

　
企
業
団
事
務
局
は
「
地
方
公

営
企
業
法
に
よ
っ
て
、
市
町
村

か
ら
の
財
政
支
援
は
原
則
禁
止

に
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
し
、

市・村
長
も
受
け
入
れ
て
き
た
。

　
法
の
適
用
は
、
県
に
も
市
町

村
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
県
の
水
道
事
業
統
計
資
料
で

も
県
を
含
む
多
く
の
団
体
が
補

助
金
や
出
資
金
の
支
出
を
明
記

し
て
い
る
。

　
地
震
・
防
災
対
策
な
ど
の
過

大
な
負
担
に
は
市
村
か
ら
の
必

要
な
支
援
が
さ
れ
る
よ
う
合
意

を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑶　
企
業
長
や
副
企
業
長
（
市

村
長
）
は
、
ま
だ
市
村
か
ら
の

財
源
繰
り
入
れ
は
で
き
な
い
と

思
い
込
ん
で
い
る
。
県
も
市
町

村
も
防
災
対
策
な
ど
過
大
な
負

担
解
消
の
た
め
に
多
額
の
補

助・出
資
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

　
世
代
間
負
担
の
公
平
を
図
る

財
政
計
画
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

　
企
業
団
は
、
住
民
と
議
会
の

要
請
、
22
年
度
か
ら
服
部
市
長

の
企
業
長
就
任
な
ど
も
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
経
営
改
善
が
行
わ

れ
て
き
た
。

　
20
年
度
末
に
予
定
さ
れ
て
い

た
財
政
計
画
に
比
べ
て
、
25
年

度
の
決
算
時
に
は
29
年
度
ま
で

の
財
政
計
画
で
実
質
24
億
４
千 

900
万
円
の
財
政
の
改
善
が
行
わ

れ
た
。

　
入
札
制
度
の
改
善
に
よ
る
大

幅
な
建
設
費
の
節
減
、
４
年
間

の
営
業
利
益
の
倍
増
、
起
債
残

高
の
減
少
と
新
規
起
債
の
大
幅

縮
小
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
初
期
の
庁
舎
新
設
、
石

綿
管
更
新
、
弥
富
・
立
田
・
佐

屋
各
配
水
場
の
電
気
機
械
設
備

更
新
等
、
多
額
の
設
備
投
資
を

行
い
な
が
ら
改
善
さ
れ
た
成
果

を
高
い
水
道
料
金
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
、
全
て
借
金
の
返
済
と

縮
減
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
は
、

世
代
間
の
負
担
の
公
平
を
損
な

う
も
の
で
、
そ
の
改
善
を
図
る

財
政
計
画
の
確
立
を
求
め
る
。

　
　

市
長

⑴　

23
年
度
か
ら
25
年
度
の
企

業
団
の
受
水
価
格
は
、
県
の
平

均
給
水
価
格
よ
り
１.
52
％
高

く
な
っ
て
い
る
。

　

地
域
の
給
水
人
口
の
減
少
、

節
水
意
識
が
高
く
な
り
需
給
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
る
。

　

需
要
が
下
回
っ
て
も
県
水
の

基
本
料
金
は
過
去
３
年
間
の
一

日
最
大
受
水
量
を
下
回
る
契
約

は
認
め
な
い
の
で
見
直
し
を
求

め
て
い
く
。

⑵　

地
方
公
営
企
業
法
に
よ
っ

て
、
独
立
採
算
制
の
原
則
が
定

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
総
務
省

の
基
準
に
該
当
し
な
け
れ
ば
繰

り
入
れ
は
で
き
な
い
。

　

企
業
団
経
営
に
と
っ
て
必
要

な
財
源
と
い
う
も
の
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

⑶　

老
朽
管
の
更
新
事
業
は
今

後
も
続
き
、
30
年
度
か
ら
立
田

配
水
場
配
水
池
更
新
工
事
な
ど

で
多
額
の
起
債
が
見
込
ま
れ
る

の
で
、
で
き
る
だ
け
返
し
て
お

き
た
い
。

　

そ
う
し
た
中
で
世
代
間
の
公

平
な
負
担
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
れ
ら
を
組
み
入
れ
な
が
ら
、

改
め
て
料
金
な
ど
の
検
討
協
議

会
を
提
案
し
て
い
き
た
い
。

問

料
金
問
題
の
検
討
を

提
案
し
て
い
き
た
い

答

三
宮 

十
五
郎

日
本
共
産
党

弥
富
市
議
団

議
員

海
部
南
部
水
道
企
業
団
の

海
部
南
部
水
道
企
業
団
の

料
金
引
き
下
げ
を

料
金
引
き
下
げ
を


